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「集団的自衛権」の行使容認に抗議する 

                       市民自らの政策を持とう会 
 

 「日本国憲法」の前文は、平和のうちに生存する権利を確認し、第 9 条

は、武力による威嚇又は武力の行使を永久に放棄し、戦力の不保持と交戦

権は認めないことを定めました。国民は、軍事力によらない恒久平和主義

を支持し、憲法を愛し 70年も守ってきました。 

 ところが政府は、「普通の国を目指す」と称して、憲法を変えることなく、

閣議決定で解釈を変更することによって、「集団的自衛権」行使の容認に踏

み切りました。 

 さらに、閣議決定後は、「自衛隊法」等の関連個別法を変えて、ガイドラ

イン（日米防衛協力のための指針）再改定による日米同盟の強化を推し進

めようとしています。強引に、米国と肩を並べて戦争に参加できる日本に

しようとしているのです。 

 憲法は、日本の最高法規です。しかし政府は、首相や国務大臣には憲法

第 99条により憲法尊重義務が課されているにもかかわらず、国民の意思を

問う手続きを経ることなく、閣議のみで、国の基本原理を変更してしまっ

たのです。このことは明らかに憲法に違反する行為であると同時に、国民

主権を無視し、立憲主義を否定する暴挙と言わざるを得ません。 

 世界各国は、緊密な経済・文化的依存関係を築きつつあります。軍事力

に頼るのではなく、世界でも先駆的な憲法第 9 条を積極的に活かし、武力

によらないで国際紛争を解決することによって、世界平和に貢献すること

こそ、日本の進むべき正しい道です。 

私たちは、憲法解釈の変更による「集団的自衛権」の行使に全面的に反

対します。 
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